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■認知症施策推進大綱（令和元年６月１８日認知症施策推進関係閣僚会議決定）（抄）
（１）認知症バリアフリーの推進 ②移動手段の確保
○ ソフト面では、認知症の人対応のための交通事業者向け接遇ガイドラインを作成・周知し、事業者による研修の充
実及び適切な接遇の実施を推進する。

Ⅰ．接遇の基本

・接遇対象者の移動等に際しての困りごとを理解し、移動等円滑化
を図るために必要なことは何かを聞き、考える。

Ⅱ．基本の応対

・認知症の人が困っているときは、まずは「安心してもらうこ
と」が重要。

Ⅲ．交通モード別の応対

Ⅳ．緊急時・災害時の応対

・緊急時・災害時における安全な移動ルート確保や多様な手
段による情報提供等の基本的な配慮事項について整理

Ⅴ．PDCAを備えた体制の構築

・ガイドラインに基づく教育内容をブラッ
シュアップできる体制構築のあり方を整理

序．ガイドラインの目的等

【目的】
交通事業者による一定水準の接遇

を全国的に確保し、接遇を通して認
知症の人や家族がいきいきと暮らし
ていける地域社会を実現
【対象事業者】

鉄軌道、バス、タクシー、旅客船、
航空事業者
【位置付け】

交通事業者各社が自社のマニュア
ルを作成・改訂する際に指針となる
ものであり、交通事業者が実施する
ことが望ましい事項を具体的に目安
として示すもの
【接遇対象者】

認知症の人

【次ページ】

特 性 ・外見ではわかりにくく、困っていることや不安を口に出しにくい

・記憶障害、見当識障害、判断力・理解力の低下 等

困りごと ・目的地の駅名などを忘れてしまう、乗り過ごしてしまう、行先はわ
かっても乗り場がわからない
・機械の操作や時刻表などの理解が難しい 等

○認知症の人の基本的な接遇方法

落ち着ける環境に移動するなどしたうえで、
・驚かせない
・急がせない
・自尊心を傷つけない という３つの原則に則った対応を心掛ける。

○認知症の人の特性と困りごと
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Ⅲ．交通モード別の応対

・交通モード別に認知症の人の接遇の方法に
ついて整理しています。なお、交通モードによっ
て、接遇を行うべき場面は異なりますので、交
通モードを利用する流れに沿って、接遇方法、
対応の事例について紹介しています。

①交通モード別（鉄軌道、バス、タクシー、旅客
船、航空）に整理

②特性別（認知症の人）に整理

③場面別（予約、改札、構内移動、乗降、車内、
乗り換え等）に整理

・ 基本的に実施することが望ましい接遇方法
を整理

・ 接遇の際に心に留めておくべき留意点を整
理

・ 基本の接遇を上回って実施している事例を
紹介


